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資源循環推進情報統一デザイン整備委託事業者募集要項 

 

１ 委託件名  

資源循環推進情報統一デザイン整備委託 

 

２ プロポーザル方式実施の趣旨 

  板橋区のごみ減量を実現するためには、資源循環行政に関する情報発信・普及啓発が、

区民・事業者にとって自分ごととして捉えられえる視覚的コミュニケーション基盤の構築

が重要です。 

そのために、これまでの課題の解消や内容の充実を図ると同時に、多様な区民が「視覚

的かつ直感的」に理解しやすい統一デザインを整備し、「認知獲得」「意識向上」「行動変容」

を促すことが必要です。 

上記業務を遂行するには、民間事業者が有する高度な技術力や企画力及び豊富な実績が

大きく関わるため、複数の事業者からデザインテンプレートやキービジュアル等について

効果的かつ魅力的な企画案やデザイン支援についての提案を受け、価格だけではなく、創

造性・実績・専門性・技術力等を総合的に判断して事業者を選定します。 

 

３ 委託予定期間  

契約締結日（令和８年４月予定）から令和９年３月 31日まで 

 

４ 委託内容  

別紙「資源循環推進情報統一デザイン整備委託仕様書（案）」のとおり 

 

５ 契約上限額 

15,000,000円（税込） 

 

６ 参加資格要件 

次に掲げる条件をすべて満たしていることを参加資格要件とします。 

(１) 東京都板橋区競争入札参加資格（東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける

物品買入れ等競争入札参加資格取得者）を有していること。 

(２) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

(３) 東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱(平成 17年 3月 31日区長決定)によ

る指名停止を受けていないこと。 

(４) 参加者又はその役員等が以下の項目に該当しないこと。 

ア 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。 

イ 暴力団員等を雇用している。 

ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。 
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(５) 提案金額が契約上限額の範囲内であること。 

(６) 提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

７ スケジュール（予定） 

 

 

８ 参加申込手続 

（1）提出書類・必要部数 

① 参加申込書（様式１－１）  

② 業務受託実績表（様式１－２） 

③ セキュリティ対策、各種認定の取得状況一覧（様式１－３） 

④ 見積書 

⑤ 会社概要（会社案内パンフレット等） 

⑥ 企画提案書 

⑦ 審査結果通知送付用封筒   ※宛名・結果通知先の住所を記載し 110円切手を貼付 

留意事項 

・①～⑥の書類は、社名の記載があるものを正本として１部、副本として参加者を識別でき得る

情報（社名、ロゴ等）を除いたものを 10部提出してください。 

・正本、副本とも提出書類ごとにインデックス等で区切り、ファイルに綴ったものを１部として

提出してください。（製本はしないこと。） 

・①～⑥は、データを CD又は DVDに格納し、紙媒体と併せてご提出ください。 

 

（２）提出方法・提出場所 

・「1７ 提出先・問い合わせ窓口」へ直接又は簡易書留にて提出してください。 

・本提案における資料等は区ホームページからダウンロードしてください。 

【ＵＲＬ】 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/proposal/boshu/1061462.ht

ml 

・提出した書類は返却しません。 

内 容 期間等 

公募期間・申込受付期間（参加申込書

及び企画提案書等提出期限） 

令和８年２月 ２日（月） 

令和８年２月 13日（金）17時まで 

募集に関する質問受付 
令和８年２月 ２日（月） 

令和８年２月 ５日（木）16時まで 

募集に関する質問の回答 令和８年２月 10日（火）予定 

１次審査（書類審査） 令和８年２月 16日（月）～ 

１次審査結果通知 令和８年２月 24日（火） 

２次審査（プレゼンテーション） 令和８年３月 10日（火） 

２次審査結果通知・公表 令和８年３月 23日（月） 
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・閉庁日の提出はできません。 

 (３) 提出期限 

   令和８年２月 13 日（金）17時必着 

（４）費用 

本プロポーザル方式に係る書類作成等の費用については、全て参加者の負担とします。 

（５）注意事項等 

   提出後の企画提案書等の訂正・追加及び再提出はできません。 

（６）２次審査 

２次審査では、参加申込時に提出いただいた企画提案書をもとにプレゼンテーション

を行っていただきます。プレゼンテーションの詳細については、1次審査結果通知時に

案内します。なお、２次審査においても企画提案書等の訂正、追加資料の提出、資料

の配付は認めません。 

 

９ 企画提案書の作成要領 

  次に示す事項を厳守のうえ、企画提案書を作成してください。提案者の特定できる情報等、

区の判断により、該当箇所を削除することがあります。なお、企画提案は１社につき１提案

とします。 

（１）企画提案書の様式 

  ①用紙サイズ 

   両面、Ａ４版横様式を基本として作成してください。資料の構成上、Ａ３版用紙が必

要な場合はこの限りではありません。 

  ②ページ数 

   本編は３０ページ以内とし、ページ番号を記載してください。 

  ③作成ソフト 

   原則として、Microsoft Powerpoint を用いて作成してください。これに応じがたい場

合は、区へ申し出てください。 

  ④構成 

   企画提案書は表紙・目次・本編で構成してください。 

（２）企画提案書に記載する内容（区が求める提案内容） 

  「資源循環推進情報統一デザイン整備委託仕様書」の内容をふまえ、以下の項目を盛り

込み、作成してください。 

１ 現状及び課題の認識 

２ 現状の課題をふまえた統一デザインの基本方針 

３ デザインの内容（アイコン・カラーイメージ・キービジュアル）に関する提案 

４ 多媒体対応テンプレート群に関する提案 

５ 各デザインの展開（活用場面など） 

６ 業務に対する支援体制 
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７ その他、独自の提案、工夫などのアピールしたい事項 

10 審査方法、審査項目及び審査基準 

提案採用者の選定にあたっては、１次審査（書類審査）及び２次審査（プレゼンテー

ション）の２段階で実施します。 

（１）１次審査（書類審査） 

  ①審査方法 

参加者が５者以内の場合、参加資格要件を満たしているかのみ審査します。参加者が

６者以上の場合、審査項目及び審査基準を評価し、１次審査で５者以内に絞ります。 

②審査項目及び審査基準 

別表１のとおり  

  ③選定結果の通知 

１次審査の結果は、参加者に令和８年２月 24 日（火）（予定）に郵送及びメールで通

知します。１次審査通過者に対しては２次審査の日程を通知します。なお、審査の過

程は公表しません。 

（２）２次審査（プレゼンテーション） 

①審査方法 

企画提案書を基にプレゼンテーション（発表：20 分 、質疑応答：15 分）をしていた

だき、評価点の最も高い者を提案採用者として決定します。 なお、評価点が満点の 60％

を超えないときは提案採用者としないものとします。出席者は３名以内（業務の責任

者となる予定の者１名含む）としてください。 

②審査項目及び審査基準 

別表２のとおり 

  ③選定結果の通知 

提案採用者を選定し、その選定結果について、令和８年３月 23 日（月）（予定）にプ

レゼンテーション参加事業者に郵送及びメールで通知します。審査の過程は公表しま

せん。 

  ④選定結果の公表 

２次審査終了後に、審査項目、審査基準、審査結果（順位、評価点等）及び評価点の

内訳を区ホームページで公表します。また、提案採用者については、事業者名及び提

案価格も公表します。 

 

11 留意事項 

（１）失格要件 

   次の①から④のいずれかの条件に該当する参加者は参加資格を失う。 

①  審査の公平な執行を妨げる行為を行った者、虚偽の提案を行った者又は公正な価格

の成立を害す、もしくは、不正な利益を得るために連合した者 

   ② 書類の一部又は全部が前記８（３）の提出期限を過ぎて提出された場合 
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   ③ １次審査通過者が２次審査に欠席した場合 

   ④ 契約締結までに前述の参加資格要件を満たさなくなった場合 

（２）著作権・特許権等 

   提出書類の内容に含まれる著作権・特許権などの法令に基づいて保護される第三者の権

利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は提案者が負うものとします。 

 

1２ 質問及び回答 

募集要項に対して質問がある場合には、次の方法により行ってください。参加者から

の質問には以下のとおり回答します。本業務の応募に必要と判断される質問のみ受付け

ます。 

（１）受付方法 

様式６「質問書」に記入し、以下のメールアドレスに送付してください。 

・電子メールアドレス：s-recycle@city.itabashi.tokyo.jp 

   ・電子メールの件名：【デザイン整備】業務委託に関する質問（事業者名） 

（２）受付期間 

令和８年２月２日（月）から令和８年２月５日（木）16時まで 

（３）回答方法 

質問に対する回答は、令和８年２月１０日（火）に区ホームページで公開するほか、

参加者へ共有することを予定しています。 

（４）その他 

   ・審査に関する質問には回答しません。 

・質問書の内容に疑義が生じた場合、担当者から質問者へ電話で問い合わせをするこ

とがありますので、迅速に対応してください。 

 

1３ 契約方法 

（１）選定された提案採用者は、提出された企画提案書、見積書を踏まえ、区と協議を行い、

協議が整った場合に、区と委託契約を締結することとします。 

（２）協議によって、提出された企画提案書等の内容と仕様書が異なる場合があります。 

（３）別紙仕様書案及び企画提案書に記載された事項が履行できなかった際には、契約金額

の減額又は損害賠償請求等を行う場合があります。 

（４）提案採用者が辞退、または特別な理由（提出書類または提案内容に虚偽があることが

判明した場合など）により契約締結できない場合は、提案採用次点者と契約交渉をし

ます。 

 

14 提案書などの情報公開について 

プロポーザル方式への参加申込手続き以降に、区に提出された書類については、東京

都板橋区情報公開条例に基づき公文書公開請求（情報公開）の対象となります。条例第
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６条第１項各号に該当する事項以外は、原則公開となることから、あらかじめ了承のう

え提出してください。 

 

15 その他 

（１）本件手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。 

（２）本件に関する所有権・著作権等の一切の権利は、区に帰属するものとします。 

（３）本提案により知り得た情報を第三者に漏らすことを禁じます。 

（４）本調達で作成された成果物に対する知的所有権に関わる事項については、区及び受託

者との間で別途協議とします。 

（５）メールの通信事故等について、区は一切の責任を負わないものとします。 

（６）委託内容に個人情報を取扱う業務が含まれる場合は、個人情報の保護に関する法律及

び東京都板橋区個人情報保護法施行条例の規定に基づく個人情報保護措置を遵守する

必要があります。 

 

16 予算措置 

  本プロポーザル方式案件は、令和８年度予算の成立（板橋区議会で 3 月下旬議決予定）

を前提として行うものであり、予算が成立しなかった場合には、契約締結を行わないこと

があります。また、提案採用者決定後の見積金額に対し予算額に不足がある場合は、金額、

仕様その他の契約内容について改めて協議をさせていただきます。 

 

17 提出先・問い合わせ窓口 

〒173－8501 東京都板橋区板橋二丁目 66番１号 

板橋区資源環境部資源循環推進課資源循環協働係（区役所北館 7階 11 番窓口） 

  担当：藤原 

電話 03-3579-2258  E-mail s-recycle@city.itabashi.tokyo.jp 


